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１．子どもの権利条約と
児童福祉法



（１）子どもの権利条約
（児童の権利に関する条約）

子どもが一人の人間として基本的人権を所有し

行使する権利を保障するための条約（国際条約）

1989年 国際連合総会にて採択

1990年 国際条約として発行

日本も署名

1994年 批准



子どもの権利条約が定める「4つの権利」

① 生きる権利

住む場所や食べ物があり、医療を受けられるなど、

命が守られる

② 育つ権利

勉強したり遊んだり、持って生まれた能力を十分に

伸ばしながら成長できること

③ 守られる権利

紛争に巻きこまれず、難民になったら保護され、暴

力や搾取、有害な労働などから守られること

④ 参加する権利

自由に意見を表したり、団体を作ったりできること



（２）改正児童福祉法(2016年改正）

第1条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に

養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護され

ること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図ら

れることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。

第2条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあ

らゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その

意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身とも

に健やかに育成されるよう努めなければならない。

2 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについ

て第一義的責任を負う。

3 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身とも

に健やかに育成する責任を負う。



第3条の２

国及び地方公共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに

養育されるよう、児童の保護者を支援しなければならない。ただし、

児童およびその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環

境その他の状況を勘案し、児童を家庭において養育することが困難

であり又は適当でない場合にあっては児童が家庭における養育環境

と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、児童を家庭及

び当該養育環境において養育することが適当でない場合にあっては

児童ができる限り良好な家庭環境において養育されるよう、必要な

措置を講じなければならない。



２．児童虐待について





児童虐待の分類

身体的虐待 性的虐待
・殴る・蹴る・投げ落とす ・性的行為の強要

・熱湯をかける・溺れさせる ・性器や性交を見せる

・戸外に締め出す など ・児童ポルノの被写体にするなど

ネグレクト 心理的虐待
・適切な衣食住の世話をしない ・言葉による脅迫

・乳幼児を車内や家に放置する ・無視をしたり、拒否的な態度を

・保護者以外の虐待行為を黙認 示す

放置する など ・配偶者やその他の家族に対し暴

力を振舞う など



しつけとは

しつけとは、子どもの人格や才能等を伸ばし、自立した社会生
活を送れるようにサポートしていくこと

そのために体罰ではなく、どうすればよいかを言葉や見本を示
すなど、本人が理解できる方法で伝える必要がある



しつけと虐待の違い

①虐待は、不適切な養育態度の延長線上にあるもので、多くの養育者

は、「しつけのためにしている」と言う

②しつけとは、子どもが家庭や社会のルールにかなった望ましいふる

いを身につけられるように、親などが子どもに働きかけること

③しつけようとするルールは、多くの人が納得できる内容

④しつけに当たっては、子どもは時間をかけて繰り返し経験しながら

ルールを身につけていくものと認識する

⑤しつけのためであっても、身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、ネ

グレクトに該当する行為は虐待である



虐待が子どもの脳の発達に与える影響

（虐待とは言い切れない大人から子どもに対するよくない関
わりも含む）

脳にダメージを与える

年齢が低いときに虐待を受けると特に脳のダメージを受けやすい



マルトリートメントとは

子どもへの避けたいかかわり

子どもを怒鳴ったり、叩いたり、つい感情にまかせて親の気分

で子への態度を変える

しつけと称して脅したり、暴言をぶつけたりといった心理的・

精神的な虐待も含まれる

頻度や強度が増したとき、子どもの脳は部位によって委縮した

り肥大したりと物理的に損傷する

福岡大学 教授 友田明美



脳を変形させる体験

・心理的な暴力を受けていた

・身体的な暴力を受けていた

・性的な暴力を受けていた

・心理的なネグレクトを受けていた

・身体的なネグレクトを受けていた

・母(父）が暴力を受けていた

・アルコールや薬物乱用者が家族にいた

・家庭に慢性的なうつ病、精神病、自殺の危険のある人がいた

・子どもを一人で留守番させる

・お風呂から出てきた父親が裸でウロウロしている

などなど・・・



マルトリートメントにより傷つく脳

前頭前野が縮小

厳しい体罰で委縮

視覚野が変形

暴言虐待で変形

偏桃体が変形

強いストレス

聴覚野が縮小

親のDVを見聞きする



虐待を受けた子どもへの影響

①身体的影響

外からみてわかる傷（打撲、熱傷など）、外から見えない傷（骨

折、内臓破裂、頭蓋内出血など）、栄養不足、低体重低身長、虫

歯など

②心理的影響

虐待された体験がふいにわきあがるフラッシュバック、情緒不安

定、愛着障害、自己肯定感が持てないなど

③発達面への影響

安定できない生活環境で生活すると知的な発達が十分に得られな

いことがある
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3．施設内虐待



施設内虐待対応のポイント

①虐待は許されない

虐待は、強者弱者という濃い支配関係の中で起きる、重大な人権

侵害

②障害の定義

障害≒生きづらさ

③福祉施設従事者による障害者虐待

④通報義務により早期に救済対応につなぐ

気づきの範囲を広げ、早期救済を目指す

・匿名の通報でもよい 守秘義務には反しない

・虐待通報を理由とする解雇や減給等の禁止

⑤虐待防止・予防

⑥組織的対応の必要性

事業所としての責任



施設内における虐待

施設従業者による虐待

①児童の体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加

えること

②児童にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな

行為をさせること

③児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間

の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為

と同様の行為の放置その他の保護者としての看護を著しく怠るこ

と

④児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居す

る家庭における配偶者に対する暴力（配偶者（婚姻の届出をして

いないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む）の身

体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの

及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう）その他

の児童に著しい心理的外傷を与える行動を行うこと



虐待に早く気づくために

特定の職業に人に早期発見の努力義務

①虐待を発見しやすい立場にあることを自覚する

②虐待の早期発見に努める義務がある

特定の職業とは

学校の教員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士、

児童委員、警察職員、人権擁護委員、母子自立支援員、

女性相談員、家庭裁判所調査官など



虐待に気がついたら

①まず、通告

児童虐待防止法では、虐待を受けたと思われる子どもを発見した

者は、速やかに通報しなければならない、と定めている

②通報後の通報者の保護

通告は守秘義務に優先する

通告によって、福祉施設職員が刑法上の守秘義務違反に問われ

ることはない

虐待の通告は、本人の同意を得ずに行うことが可能

児童福祉施設職員等は、通報をしたことを理由として、解雇その他

不利益な取扱いを受けない



事業所や施設において虐待が起こりやすい背景

・事業所・施設が密室の構造となっていることが多い

・指導、しつけの一環という意識のもとで人格意識が欠如している

・障害児の権利を侵害する小さな出来事からエスカレートしていく

・問題行動のある子どもに対する専門的な支援技術が欠如している

・職員の個人的性格、ストレスが関係している

・職員が他の職員の虐待を内緒にし、仲間としてかばう傾向にある

・職員が上司に報告しても改善されない

・虐待を受けた子どもが伝えられない場合が多い

・虐待を受けた子どもが伝えても理解されない場合が多い

・保護者が子どもを見てもらっているという負い目を持ち、虐待する

側を守る





不適切な支援（小さな出来事）の判断とは

①不適切な支援をしているという「自覚」は問わない

②子ども本人が苦痛と感じている

③判断はチームで行う

④「虐待はエスカレートしていく」という構造を理解する

⑤「小さな出来事」を把握する力、変更していく取り組みが必要



不適切な支援、虐待を予防するために

①リスクのある生活環境であることを自覚する

②子どもの言動・行動に刺激を受けることを自覚する

③タイムアウト、レスパイトの具体的方策を持つ

④子どもの生活史（ライフヒストリー）を丁寧にひもといていく



小さな出来事の共有

・小さな出来事は権利擁護の意識

・個々の意識レベルをある程度合わせてから

・小さな現場で共有する

・「共有」の目的は、現場の支援をより良いものにすること



意識を共有しにくい・しやすい職場

・余裕がない

・支援がむずかしいということが言い訳になっている

・職場全体で「だめ」という雰囲気がない

・相談できる人がいない

→意識を共有しやすい職場

・相談できる職場

・指摘し合える職場

・評価し合える職場

・支え合える職場

・常時が個々の考えや価値観を受けとけてくれる職場



４．児童虐待の事例



施設・事業所における虐待

〇津山ひかり学園ひかりの風（障害児入所施設）

岡山県津山市 定員30名

職員の男2人（児童指導員と看護師）が重度の知的障害がある高校男

子に対し、椅子ごと押し倒したり、トイレットペーパーを口に入れ

たりするなど虐待行為を行った。この2人は虐待を通報したと同僚の

20代男性職員を疑い、バットで脅迫したなどして逮捕。

虐待に関しても暴行容疑で再逮捕。

9月に施設長に通報があり、翌日県と児童相談所に報告

昨年11月、男性看護師が日常的に大声を出すことがあり、その声に

驚いた児童が保護者に相談。報告を受けた児童相談所の指導があっ

た。 （読売新聞 令和3年10月19日付）



〇京都府立桃山学園（障害児入所施設）
京都府伏見区 定員30名

入所児童の保護者から「当該施設の50代男性指導員がハサミを持ち出
し、男児の陰部に親指大の切り傷を負わせた」と申し出があった。警
察は当該職員を障害などの疑いで逮捕。覚えがないと容疑を否認。

調査結果から明らかになった事実及び問題点

(1)虐待に対する認識および対応の甘さ

①本事案の把握の機会の見逃し

・当日朝、当該指導員がハサミで男児を脅す心理的虐待行為を目撃

・当日朝、男児に塗り薬を塗る際、男児から「当該指導員に(陰部)を切られ

た」との訴えを聞き、実際の陰部の傷を確認

・当日の午後になり、男児の通う学校から「睾丸にぱっくり割れた傷を発見

した」との報告を受け、施設の看護師と別の職員へ口頭で引継ぎを行った。

看護師は、皮膚炎によるひっかき傷と思い込み、実際に傷の確認を行わな

かった。



②当該施設における当該指導員への不適切な対応

③法に基づく通告義務の不履行

施設が通告を行ったのは、事実の把握から6日後であり、事業団及び

設置者は「当該施設が市に通告をした」として自ら通告しなかった。

当該施設においては、当該指導員が平成26年2月にも一定の虐待行為を

行ったことを認定していたにも関わらず、市への通告を行っていない。

(2)施設、事業団及び設置者の当時者意識の欠如

(3)施設及び事業団の運営における業務の「マンネリ」化及び意識の低さ

(4)職員個人の経験や考えに依存した支援
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性的虐待

〇 女児 自閉症 13歳

母親と本児・弟（自閉症児）の3人家族

施設より帰宅中、自宅において深夜、母親、母親の交際相手の男性、

弟、本児が同じ部屋で就寝しているところ、男性から裸にされ性的

被害を受けた。

その後の対応

・母親、児童相談所、施設で協議

・本児は婦人科へ受診、心理的影響を考え児相心理担当者による

フォローを行う

・警察へ相談（母親へ男性からの嫌がらせの可能性も含め）

・学校へ事情説明（本児の様子の変化等連携して見守りをする）

・千葉県へ報告



心理的虐待（面前DV）

〇 5歳 ダウン症女児 重度知的障害

午後9時59分。父親より「妻とトラブルになっている」との

110番通報。児童が夜になっても大声を出していることから母

に対して「もっと静かにできないか」と言ったところ母より父

の人格を否定するような言葉があり口論となる。父親はこのま

までは母親を殺してしまうとの思いがあり通報。以前も同様の

ことで児童の前で口論しており、心理的虐待を与える可能性が

高いことから身柄通告となる。

その後の対応

・児相による母親と父親への面談

・離婚にむけて協議

・子どもを引き取るために母親は親戚の家へ転居

・生活環境が整ったところで家庭引き取り



身体拘束

女児 自閉症 14歳

父親の母親に対するDVのため心理的虐待で入所。

在宅中はその影響で自傷や抜毛をすることが増えた。

両親離婚。入所後家族再構築のため母親との面会を繰り返していた。

本児の不安が強く自傷行為がひどくなる時期がある。

学校より頻繁に頭叩きの自傷が増え、シーネを付けて過ごすことを

保護者の了解を取った上で行いたいとの連絡がある。

施設としては、身体拘束にあたるため了承できない、主治医も違う

方法をするように指示されている旨を伝えるが、保護者の了解が取

れた為使用開始。（施設側は報告されていなかった）

施設ではシーネを付けられないことに納得できず自傷が激しくなる。



施設と学校で協議

学校より

常に大人が側に付いていないと体から力が抜けない。周りの環境

にも反応しやすい。

シーネを巻いて徐々に減らしていく予定であった。今後は他の方

法（サポーターを巻く）で統一し、プログラムを立てて徐々につ

けなくてもよい状態に持っていきたい。

施設より

入所前は不安が強くなったときは自傷があり、一晩で髪の毛がな

くなることもあった。

シーネは自傷自体をさせないことには繋がるが根本にある原因や

不安を取り除けるわけではない。施設では大人と手を繋ぎ過ごし、

状況によってはひとりで過ごすこともある。

物や人にこだわりや固執が強いお子さんのため先を見通した対応

をしたい。





放デイ送迎中のわいせつ行為

40歳男性

「子どもに関する福祉の仕事がしたい」と熱意を面接時に語り、障害
児施設での勤務経験もあり、人で不足から採用。しかし、女児にばか
り近づこうとし、子どもと接しない業務へ配置換えをした。

ある日、男は送迎車に添乗員として勝手に乗り込み、運転席の後ろ
で女児の下着に触れ、動画を撮影。帰宅した女児が両親に伝え発覚。

別の女児3人にもわいせつ行為をしていたとして、強制わいせつなどの
罪で懲役7年の判決を受けた。



５．虐待防止委員会
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虐待防止のチェックとモニタリング

• 虐待が起こりやすい職場環境の確認

• 各職員が定期的に自己点検

• 現場で抱えている課題を委員会に伝達

• 発生した事故（不適切な対応事例も含む）状況、苦情相談の

内容、職員のストレスマネジメントの状況について報告

チェックリストや運用ルールを設定し、

委員会へ情報が提供される仕組みを作る
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虐待を防止するための取組について

（1）日常的な支援場面等の把握
①管理者による現場の把握

• 管理者が現場に直接足を運び支援場面の様子をよく見たり、雰囲気
を感じること

• 発言などから不適切な対応が行われていないか日常的に把握する

• グループホーム等、地域に点在する事業所は管理者等の訪問機会も
少なく、目が届きにくい

• ホームヘルパーや相談支援員も直接支援現場を見ることがしづらい

• 頻繁に巡回する、職員面談等、管理体制に留意する



②性的虐待防止の取り組み

・虐待場所が目に付きづらい、被害者が知られたくないという思いか

潜在化しやすいことを念頭に

・近年はスマートフォンを利用し、成人だけでなく児童に対しても行

われている

・大丈夫だろう、ではなく現実的な対応をとる

・同性介助の体制を徹底する

・プライベートゾーンの意識化

・業務中のスマートフォン等の携行禁止

・利用者に対する虐待への理解啓発研修 等



風通しのよい職場づくり

・職場内に「話してもよい」安心感を生むこと

・人は感情で動く、信頼、信用がないところには会話はない

・特に上司の聞く姿勢、その後のアクションによって、「話しにくい」

「話す意味がない」がきまる

・会議体も適切にPDCAが回るように行わないと、同じことが起きる

→最低でも、決定事項、担当、期日は議事録で共有する

・職場づくりの最初は、上司から部下へ情報を取りに行く

・週次で1対1面談などは有効

・業務上必要な情報共有の場所や更新ルール等は共通認識があるか



虐待防止のための具体的な環境整備

①事故・ヒヤリハット報告書、自己チェック表とPDCAサイクルの

活用

②苦情解決制度の利用

③サービス評価やオンブズマン、相談支援専門員等外部の目の活用

④ボランティアや実習生の受け入れと地域との交流

⑤成年後見制度や日常生活自立支援事業の活用



６．身体拘束適正化委員会
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身体拘束廃止の意味

１）自由を奪う人権侵害をなくす

２）法令を守る、そして人としての尊厳を守る

３）専門性を高め、支援の質を高める
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「緊急やむを得ない」を考える

１）「緊急やむを得ない場合を除き身体拘束を行ってはな

らない」

２）「緊急やむを得なければ」許されるのか

３）「緊急やむを得ない」とはどういうことか

①支援力不足(専門性）？

②人材不足？

③安全と安心？

➃責任回避？

４）「緊急やむを得ない」理由を探していないか？
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やむを得ず身体拘束を行うときの最低要件

１ 切迫性

利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険に

さらされる可能性が著しく高いこと

２ 非代替性

身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がな

いこと

３ 一時性
身体拘束その他の行動制限が一時的であること
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厳格な手続き

① 要件をすべて満たしても

② 手続きを踏んで

③ 安易に行わず

➃ 慎重に判断する

⑤ 常に「誰のため」「何のため」「本当に他の方法は

ないのか等々「繰り返し自問する（疑問を抱き続け

る）」ことが大切

※要件と手続きを踏めば免罪符となる訳ではない
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組織としての方針・考え方を明確に

① 組織（法人・施設・事業所等）として虐待・身体拘

束に対してどう考えるのかを明確にする

② また、身体拘束等の適正化のための指針作成は

2022年4月から基準省令上義務化される（すべての

事業所で策定が求められる

③ 理念・方針・体制・研修・3要件・手続き・実施後

の報告や情報公開の在り方等について記載される必

要がある
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身体拘束適正化委員会（仮称）

① 身体拘束適正化のため委員会設置開催は2022年4月

から義務化されます（現在は努力義務）

② 虐待防止委員会等の中で一緒に議論されてもよい

③ 個別支援会議・意思決定支援会議等でも協議するで

もよい

様々な視点機会を捉えて見直していくことは重要







７．最後に



・施行後もたくさんの虐待がある

・私たち支援者は

いつでも、だれでも

地域を支え、地域に支えられる施設をめざして

子どもの最善の利益のために

「子どもの笑顔と笑い声のあふれた生活」

を支えましょう！



ご清聴ありがとうございました。


